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      提 案 理 由 

 坂戸都市計画事業一本松土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域の廃止及び字の

区域を変更したいので、地方自治法第２６０条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 



別紙 

変  更  調  書 

１ 字の区域の廃止 

大字中新田字東久保２の１、２の３、３の１４、３の１５、７の２の一部、７の

１９から７の２２までの各一部、１５の５、１５の８、１８の１、１８の７、１８

の８、２０の３、２０の５、２０の６から２０の９まで、２１の１から２１の３ま

で、２１の６から２１の１０まで、２２の１、２２の３から２２の５まで、２３の

１から２３の３まで、２４の１から２４の３まで、２５の１、２６の１から２６の

４まで、２６の６から２６の９まで、２６の１１から２６の１３まで、２６の１５

から２６の２０まで、２７、２８の１から２８の６まで、２９の１、２９の８、３

２の６、３７の１から３７の５まで、３７の１２から３７の１９まで、４２の１４、

４３の１０、１５１８の２、１５１８の４、１５１８の５、１５２０の１から１５

２０の８まで、１５２１の１から１５２１の１０まで、１５２３の１、１５２４の

４、１５２５の１、１５２６の２から１５２６の５まで、１５２６の７、１５２６

の９、１５２７の３、１５２７の５、字小六７４の２、８１の１、８１の７から８

１の９まで、８２の１、８２の４から８２の６まで、８３の１、８４、８５の１か

ら８５の３まで、８６の１、１１７の１６、１１８、１１９の１、１１９の５、１

１９の９から１１９の１４まで、１２０の２、１２０の４、１２３の１から１２３

の５まで、１２８の１、１２８の３から１２８の１０まで、１３０の１、１３１の

１から１３１の７まで、１３２の２から１３２の１２まで、１３２の１４から１３

２の２０まで、１３２の２２、１３２の２３、１３２の２５、１３３の３、１３３

の５、１３３の６、１３３の８から１３３の１１まで、１３３の１３から１３３の

１６まで、１４９１の１、１４９１の４から１４９１の７まで、１４９４の３、１

４９４の４、１４９４の２０、１４９５の５、１４９５の１１から１４９５の１４

まで、１４９５の１９、１４９５の２０、１５０２、１５０６の１から１５０６の

３まで、１５０６の９から１５０６の１４まで、１５０６の１７から１５０６の１

９まで、１５０８の２、字東山３２９の１、３２９の５から３２９の７まで、３３

０の１、３３０の２、３３１、３３２の１、３３２の２、３３３の１から３３３の



４まで、３３４の１から３３４の４まで、３３５の２から３３５の４まで、３３７

の１から３３７の４まで、３３９の１から３３９の４まで、３４０の１、３４０の

２、３４１の１、３４１の３から３４１の１０まで、３４２の１から３４２の３ま

で、３４３、３４４の１から３４４の５まで、３４５の１から３４５の３まで、３

４６の１、３４６の２、３４８の１、３４８の５、３４８の６、３４９の１、３４

９の４から３４９の１０まで、３５０の１、３５０の３から３５０の１０まで、３

５１の１から３５１の４まで、３５１の６、３５２の１から３５２の８まで、３５

３の１から３５３の２１まで、３５４の１から３５４の９まで、３５５の２から３

５５の４まで、３５５の１８、３５７の４、３５８、３６０の１から３６０の３ま

で、３６０の１１から３６０の３５まで、３６２の１、３６２の２、３６３の１、

３６３の４、３６４の２、３６４の３、３６５の１、３６５の３、３６６の１、３

６６の２、３６７の１、３６７の３、３６８の１、３６８の３、３６９の１、３６

９の２、３７０の１、３７０の２、３７１の１から３７１の１０まで、３７２の１

から３７２の９まで、３７４の１から３７４の３まで、３７４の８から３７４の１

８まで、３７５の１から３７５の３まで、３７６の１から３７６の８まで、３７８

の１、３７９の１、３７９の３から３７９の５まで、３８０の１から３８０の４ま

で、３８１の１、３８２、３８３の１から３８３の３まで、３８４の１から３８４

の２３まで、３８５の１から３８５の６まで、３８５の８から３８５の２１まで、

３８６の２から３８６の５まで、３８８の１、３８８の２、３８９の１、３９１の

１から３９１の８まで、３９２の１から３９２の４まで、３９３の１、３９３の４

から３９３の９まで、３９４の１、３９４の３、３９４の５から３９４の１０まで、

３９５の１、３９５の４、３９５の５、３９６の１、３９６の３、３９６の５、３

９６の７、３９６の１３、３９６の１４、３９７の１、３９７の２、３９７の４か

ら３９７の１０まで、３９８、３９９の２、３９９の５、４００の１、４００の３、

４００の５から４００の１２まで、１４９６の４、１４９６の５、１４９７の１か

ら１４９７の６まで、１４９８の１、１４９８の２、１４９９、１５０１の４から

１５０１の６まで、１５０３、１５０４の１から１５０４の５まで、１５３０の１

から１５３０の３まで、１５３１の２、大字下新田字一本松２６、７５の１から７



５の７まで、８０から８２まで、８３の１から８３の１３まで、８４の１から８４

の３まで、８５の１から８５の４まで、８６、８７の１、８７の２、８８の１、８

８の５から８８の１２まで、９０の２、９１の２、９２の２、９３の２、９５、９

６の１、９６の２、９７の１、９７の２、９７の４、９８の１から９８の４まで、

９９、１００の１、１００の２、１００の４、１００の５、１０１の１、１０１の

２、１０１の４、１０１の５、１０２、１０３の１、１０３の２、１１１の２、１

１１の９、１１１の１０、１１２の１、１１２の４から１１２の７まで、１１４の

２、１１８の１から１１８の３まで、１１９の１から１１９の６まで、１２０の１

から１２０の１２まで、１２１の１から１２１の６まで、１２２の１、１２２の２、

１２３、１２４の１、１２４の２、１２５の２、１２６の１から１２６の５まで、

１２７の１、１２７の２、１２９の１０、１３０の１、１３０の４から１３０の７

まで、１３０の１０、１３１の１、１３２の１、１３２の３、１３２の４、１３３

の３、１３３の５、１３４の１、１３４の３から１３４の５まで、１３５の１の一

部、１３５の３、１３６の１、１３６の４、１３７の２、１３７の５から１３７の

７まで、１３７の９から１３７の１２まで、字水堀１５８の８、１５９の１の一部、

１５９の３の一部、１５９の５、１５９の６、１６０の１、１６０の２、１６１の

１、１６１の３、１６２の１、１６２の３から１６２の５まで、１６４の１、１６

４の３、１６５の１、１７３の１１、１７３の１２、１７４の１、１７９の３、１

７９の５、１７９の６、１８２の３、１８２の８、１８３の３、１８３の４、１８

３の６から１８３の８まで、１８３の１９、１８４の４から１８４の６まで、１８

５の１から１８５の１１まで、１８６の１から１８６の９まで、１８７の１、１８

７の３から１８７の１２まで、１８８の４、１８８の５、１９３の３、１９４の１

から１９４の４まで、１９５の１から１９５の１０まで、１９６の１から１９６の

４まで、１９７、２０２の１から２０２の４まで、２０３の１から２０３の９まで、

２０４の１から２０４の５まで、２０５の１、２０５の３、２１１の１、２１２、

２１３の１から２１３の３まで、２１４の１から２１４の９まで、２１４の１１、

２１５の１から２１５の５まで、２１６、２１７の１から２１７の５まで、２１９

から２２３まで、２２４の１、２２４の２、２２５の１、２２５の２、２２６の１、



２２６の２、２２７の１、２２７の２及びこれらの区域に隣接介在する道路である

公有地の一部 

 

２ 字の区域の変更 

大字下新田に編入する区域 

大字中新田字東久保７の２の一部、７の１９から７の２２までの各一部 

 

大字中新田に編入する区域 

大字下新田字一本松１３５の１の一部、字水堀１５８の６、１５８の７、１５８

の１６、１５９の１の一部、１５９の２、１５９の３の一部及びこれらの区域に隣

接する道路である公有地の一部 

 

（令和４年８月２３日調査） 


